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農業を通じた関係人口創出事業に係る
企業人材派遣の取扱いに関する協定書

[bookmark: _Hlk53569430]株式会社●●●●（以下「甲」という。) と寒河江市（以下「乙」という。) とは、地域活性化起業人制度により、甲から乙への人材の派遣に係る、派遣期間中の取扱いに関する基本事項について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。
なお、本協定における派遣とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）に基づく派遣とは異なるものとする。

(目的)
第1条  本協定は、甲から乙に派遣する甲の社員　●●　●●（以下「丙」という。)が発令に基づき乙に派遣された日から甲に復帰する日までの間における丙の人事、賃金、福利厚生、勤務の条件その他の取扱い（以下「派遣取扱い」という。）を明確にし、甲及び乙における事務運営を円滑に行うことを目的とする。

(派遣取扱いの原則)
第2条　丙の乙における派遣取扱いは、本協定に定めのある場合を除き、原則として乙の職員と同一とし、乙の人事勤労関係規程（以下「規程」という。）の定めに従う。
２　乙は、丙を●●に相当する職位にあるものとみなす。

(身分)
第３条　丙は、甲の社員としての身分を有するものとする。

(派遣期間)
第４条　派遣期間は、令和８年６月１日から令和９年３月３１日までとする。
２　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、必要と認めるときは、相手方と協議の上、書面による合意をもって当該派遣期間を変更することができる。

(社員の派遣)
第５条　甲は、本協定に基づき、丙を乙に派遣するものとする。
２　丙は、次に掲げる業務に従事するものとする。
　⑴　乙における農業を通じた関係人口創出事業に関する業務
　⑵　乙における人口減少課題解決施策に関する業務
　⑶　その他前２項に関する効果検証、報告および関係者間の連携調整等
(休職・解雇等に関する措置)
第６条　乙の規程を適用させた場合において丙が解雇に該当する事由が生じたときは、甲は、丙を復帰させる。
２　丙の休職に関する取扱いは、甲の規程を適用する。

(懲戒等)
第７条　丙が地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）における欠格、分限及び懲戒に相当する事由並びに甲の社員就業規則における懲戒事由等に該当したときは、その都度甲乙協議の上、その取扱いを決定するものとする。

(勤務時間等の取扱い)
第８条　次条に定めるものを除くほか、丙の乙における勤務時間、休憩時間、週休日及び休日に関する事項については、乙の規程によるものとする。

(年次有給休暇・特別休暇等の取扱い)
第９条　丙の年次有給休暇、特別休暇等の休暇の付与日数、付与条件等については、甲の規程を適用する。ただし、年次有給休暇、特別休暇等の休暇に係る請求手続については、乙の規程によるものとする。

（給与・賞与等・退職金等）
第10条　丙の給与（手当を含む。）、賞与等は、甲の規程に基づき甲が丙に支給する。
2　丙の通勤費は、甲の規程に基づき、甲が丙に支給する。
3　乙は、前２項の規定により甲が丙に給与を支給するために必要な丙の勤務状況について、翌月5日までに甲に通知するものとする。
4　丙の所得税の源泉徴収義務及び住民税の特別徴収義務は、甲が負うものとする。
5　丙の退職金は、甲の規程に基づき甲が丙に支給する。この場合において、派遣期間は、甲において退職金を算定する際の勤続期間として継続しているものとする。

(社会保険等)
第11条　丙の健康保険、介護保険、厚生年金保険及び雇用保険は、乙への派遣前に甲において加入する被保険者資格を継続するものとし、その適用に係る手続並びにこれらの保険料、子ども子育て拠出金及び子ども子育て支援金の納付の手続は、甲が行うものとする。

(負担金)
第12条　乙は、甲が丙に支給する給与等の一部を負担する。
2　前項の規定により負担する額（以下「負担金」という。）は、別紙に定める金額とする。ただし、第４条第２項の規定により派遣期間が変更となった場合は、月割計算により算出するものとする。
3　甲は、令和９年３月31日までに令和８年度の派遣に係る負担金の支払を、乙に対し請求するものとし、乙は、当該負担金の適正な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、負担金を甲に支払うものとする。
4　前項の規定にかかわらず、第４条第２項の規定により派遣期間が変更された場合の負担金の支払については、別途甲乙協議の上定めるものとする。
5　第３項に規定する期日（前項の規定により定めた負担金の支払の期日を含む。）までに負担金の支払が完了していない場合には、当該支払が完了する時まで本協定は有効に存続するものとする。

(福利厚生関係等の取扱い)
第13条　丙の福利厚生については、甲の規程を適用する。ただし、休憩室、更衣室等については、乙の施設等を使用できるものとする。
2　丙の健康管理及び安全衛生管理は、乙が乙の規程により行う。ただし、定期健康診断については、甲の規程により甲が実施し、甲がその費用を負担する。
3　丙の慶弔関係の取扱いについては、甲の規程を適用する。

(社宅・寮の取扱い)
第14条　丙が社宅･寮を必要とする場合には、甲は甲の規程に従い物件を手配し、甲の負担により丙に社宅･寮を提供する。

(災害補償)
第15条　丙について業務災害又は通勤災害が発生した場合には、甲の規程に基づき甲が対応する。

(帰省旅費)
第16条　丙が単身赴任した場合の帰省旅費は、甲の帰省旅費規程に基づき甲が負担する。

(移転費用)
第17条　丙の派遣及び復帰に際して移転が伴う場合の移転旅費、赴任料その他移転費用は、甲の規程に基づき甲が負担する。

(人事考課)
第18条　丙の甲における人事考課は、甲が行うものとする。この場合において、甲は、丙の乙における業務に関し乙に報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)
第19条　乙は、甲が乙に対して開示した丙に関する個人情報を第三者に開示し、漏洩し、又は本協定の目的以外の目的に使用してはならないものとし、当該個人情報の適切な管理のため必要な措置を講ずるものとする。
２　前項の規定は、派遣期間が終了した後も有効に存続する。

(秘密保持)
第20条　甲及び丙並びに乙は、本協定の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面（ファクシミリ、電子メール等を含む。）による承諾を得ないで第三者に開示し、又は漏洩してはならず、本協定の遂行にのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
２　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、関係会社の役職員又は弁護士、会計士、税理士等の法律に基づき守秘義務を負う者に対し、必要と合理的に判断される場合には、甲及び乙と同様の義務を負わせることを条件に、自己の責任において必要最小限の範囲内で秘密情報を開示することができる。
３　前２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する秘密情報については、適用しない。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
４　前３項の規定は、派遣期間が終了した後も有効に存続する。

（解除）
第21条　甲又は乙は、相手方が本協定に違反したときは、本協定の全部又は一部を解除することができる。
２　前項の規定により本協定が解除された場合の負担金は、丙が乙に派遣された期間の金額とし、甲乙協議の上、別紙の負担金の額の日割計算により当該金額を算出するものとする。

（損害賠償）
第22条　甲及び乙は、本協定の履行に当たり、故意又は過失により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。


(事前協議事項)
第23条　次に掲げる丙の人事管理上重要な事項は、あらかじめ甲乙協議して定めるものとする。
(1) 乙における異動・昇任
(2) 乙における人事考課
(3) 乙における表彰・懲戒
(4) その他人事管理上必要な事項

(その他)
第24条　本協定の各条項に関し疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
2　本協定に関する甲乙間の紛争について、前項の協議によるも解決しない場合には、甲乙間の紛争処理につき、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3　乙は、乙における丙の就業時間中又は就業時間外において、甲がその従業員に対して実施する教育、研修、面接等（以下「研修等」という。）に丙が参加できるよう最大限の配慮をするものとする。この場合において、甲は、乙における丙の業務に支障が生じないよう最大限の配慮をするものとする。
4　前項の研修等に要する費用は、甲が負担し、甲が丙に支給するものとする。



本協定の締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上、各自その１通を保有する。


令和８年　　月　　日

甲　東京都●●区●●丁目●●番●●号
株式会社●●●●
　　代表取締役　　●　●　●　●




乙　山形県寒河江市中央１丁目９番45号
　　寒河江市
    寒河江市長　　齋　藤　真　朗



別紙

負 担 金 の 額 に つ い て

本協定第１２条第２項に規定する負担金の金額は、下記のとおりとする。

記


金　　　　　　　円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　　　円）


※派遣の開始が年度途中の場合は、月割りにより計算することとし、千円未満の端数は切捨てます。

1
